
新規就農者の育
成について

農業人口が高齢化してて，新規が
あんまり入ってきてないという現
実があって，新規をどうやって新
しく仲間を作っていくかっていう
ところが一番肝要になってくるの
ではないかなというふうに，会議
なんかでは話をしている。

　県では，各地域振興局・支庁に
「就農相談センター」を設置し，
関係機関・団体と連携して，新規
就農者の確保・育成を図ってお
り，屋久島町においては，令和２
年度に４人が新規に就農している
ところです。
　また，地域の農業青年クラブの
活動を通じて，青年農業者の仲間
づくりも支援しているところで
す。
　就農相談については，県屋久島
事務所農業普及課に御相談くださ
い。

経営技
術課

土地改良事業の
早期執行につい
て

土地改良のスプリンクラーを入れ
る土地改良の事業があったりし
て，それが今進んではいるが，ど
うしても構成メンバーの平均年齢
を考えると，これを10年とか15年
単位でされてしまうと，もう完成
した頃にはほぼ意味をなさないと
かってなってしまうので，予算の
執行の問題とかあるとは思うが，
できるだけ執行を早くしていただ
けないか。

　事業実施地区の長期化は，出来
る限り避けるべき問題であると認
識しています。
　事業実施による効果の早期発現
に向けて，予算の確保に取り組ん
でまいります。

農地整
備課

課名

知事とのふれあい対話（屋久島町）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等
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果樹試験場の熊
毛地域への設置
について

熊毛に果樹試験場がない。奄美に
はあるが，熊毛にないので，ここ
の気候にあった果樹でポンカンの
代替になったりとかこれから新し
くこれがいけるというのが，正直
もう個人単位で試していくしかな
いというのが現実。
他の地域は試験場でこれいけるん
じゃないかみたいなのができるの
に，熊毛はできないっていうのは
ちょっと，悲しいものがあると
思っている。

　屋久島における果樹の試験研究
につきましては，県農業開発総合
センター果樹部が県屋久島事務所
と連携して取り組んでおり，現
在，かんきつの新品種候補につい
て，屋久島町において適応試験を
行っているところです。
　今後とも普及部署と農業開発総
合センターで連携を図りながら，
果樹振興に取り組んでまいりま
す。

経営技
術課

コロナ対応にお
ける福祉施設と
保健所との連携
について

今年になって，デイサービスで職
員がコロナに感染したということ
があって，利用者も濃厚接触者だ
ということで，バタバタしたこと
があったが，その時に，保健所と
現場の温度差ということではない
が，情報の開示の問題等があっ
て，なかなかさっとこう進まな
かったという問題があった。
これについては，それぞれの機関
の立場があることを改めて認識し
たので，今後，このような感染症
がまた発生したときにどのように
していくかというのを協力して
やっていくために，これから保健
所や，いろんな介護施設で私たち
と一緒に話し合いをしていきた
い。

　福祉サービス利用者が感染者又
は濃厚接触者であった場合は，こ
れまでも疫学調査の中で，個人情
報の保護に留意しながら，できる
限り関係機関に情報提供を行うよ
う努めているところです。
　引き続き，関係機関と連携を図
り，感染症の拡大防止に努めてま
いります。

健康増
進課

2 ページ



課名
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障害福
祉課

特別支
援教育
室

　屋久島町には肢体不自由児が利
用できる通所事業所が１箇所あ
り，現在も肢体不自由児の利用が
あると聞いています。
　屋久島町の肢体不自由児に対す
る今後の対応については，引き続
き，町や事業所と連携を図りなが
ら，どのような対応が可能か意見
交換してまいります。
　特別支援学校への就学が望まし
いとされる児童生徒のうち，屋久
島町内の小中学校で学んでいる児
童生徒については，中種子養護学
校の特別支援教育コーディネータ
が各学校を訪問し，当該児童生徒
への関わり方などについて，具体
的な助言や研修を行ったり，保護
者等の相談に応じたりするなどし
て，教育の質の確保を図っている
ところです。
　県としては，引き続き，地元教
育委員会と連携し，保護者等の意
見も聞きながら，特別支援教育の
充実に取り組んでいきたいと考え
ています。

屋久島における
障害児の支援に
ついて

障害を持った子供さんにも訪問に
行っているが，養護施設等が種子
島にしかないということもあっ
て，屋久島で，肢体不自由のお子
さんがいらっしゃる方が，これか
らどのようにしていけばいいのか
というところは，まだまだなんか
定まってないようで，そこら辺が
今のところは，すごく大きな問題
なのかなというふうに思ってい
る。
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地球温
暖化対
策室

　県では，再生可能エネルギーで
ある水力の豊富な屋久島におい
て，石油類を燃料とすることな
く，ＣＯ２の排出が抑制された先
進的な脱炭素社会づくりを推進す
る「屋久島ＣＯ２フリーの島づく
り」を推進しています。
　昨年度は，地域住民が主体と
なった地球温暖化防止活動を促進
するために，住民による協議の場
を設定し，ＳＤＧｓ等の新たな視
点を加えた脱炭素社会地域づくり
の構想を策定したところです。
　今後は，電気自動車の普及に向
けた取組を推進するとともに，県
内外に向けて，積極的に情報発信
を行うなど，住民，民間事業者，
県，町が一体となって「屋久島Ｃ
Ｏ２フリーの島づくり」の更なる
推進を図ってまいります。

屋久島における
環境政策の推進
について

経済活動を進めるに当たって，環
境問題というのは避けて通れない
ので，昨年11月に終わったＣＯＰ
26とか，ＳＤＧｓとか，その辺を
しっかり踏まえた上で，屋久島は
すごく恵まれた島で，鹿児島県に
おいてもトップクラスじゃないか
と思うほど，自然とか，電気にし
ても水力発電でほぼ賄えるほどの
基盤があるので，そこを基調とし
て，世界に誇れるような地域にし
ていただきたいというのが私の一
番の希望。
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知事とのふれあい対話（屋久島町）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

屋久島における
脱炭素社会に向
けた取組につい
て

脱炭素社会に向けた取組とか，再
生可能エネルギー100％といったこ
とに関しては，当社としても，何
ができるか検討しているところだ
が，民間企業での範囲を超えてい
る，多大な投資が必要ではないか
というふうに思っているので，そ
こが進めていく上で大きな課題と
なっている。
屋久島町が脱炭素社会に向けての
取組をこれから進めていくと思う
が，私どもも，屋久島町と鹿児島
県，そして，国と連携しながら進
めていきたい。
私どもも，何ができるか分からな
いが，少しでもお役に立てること
があればというふうに思っている
ので，その際には，ご支援をいた
だきたい。

　県では，再生可能エネルギーで
ある水力の豊富な屋久島におい
て，石油類を燃料とすることな
く，ＣＯ２の排出が抑制された先
進的な脱炭素社会づくりを推進す
る「屋久島ＣＯ２フリーの島づく
り」を推進しています。
　今後とも，住民，民間事業者，
県，町が一体となって，この取組
を進めてまいります。

地球温
暖化対
策室

地球温
暖化対
策室

県の脱炭素社会
の実現に向けた
取組方針につい
て

今いる大人たちが真剣に取り組ま
ないと，ＳＤＧｓも本当にそうだ
が，地球環境の取組の答えが正解
じゃなかったら，子供たちが生き
ていけないかもしれない。想像で
きない世界が存在するのではない
かというのを僕はすごい感じて
て，これからどう取り組んでいく
のかというのを，知事に県とし
て，どうやっていくのかというの
を伺ってみたい。

　県では，これまで，地球環境を
守るかごしま県民運動を展開する
とともに,屋久島ＣＯ２フリーの島
づくりやかごしまエコファンドな
ど，温室効果ガス排出抑制のため
の取組を推進しているところで
す。
　引き続き，県民，民間事業者，
行政が一体となって，２０５０年
のカーボンニュートラルの実現に
向けて、さらなる実効性のある対
策に取り組んでまいりたいと考え
ております。
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知事のビジョンというのも，ぜひ
伺ってみたい。

　本格的な人口減少など大きな変
革期の中にあって，時代の流れを
的確に見据え，県勢の発展や県民
福祉の向上に向けて，各般の施策
を着実に推進していくことが求め
られております。
　県では，おおむね10年という中
長期的な観点から，鹿児島の目指
すべき姿や施策展開の基本的方向
等を示し，県政全般に渡って最も
基本となるものとして，平成30年
３月に「かごしま未来創造ビジョ
ン」を策定しております。
　その後，新型コロナウイルス感
染症の拡大，デジタル化の進展，
ＳＤＧｓの推進やカーボンニュー
トラルの実現など，昨今の社会経
済情勢が大きく変化してきてお
り，これらへの対応が重要となっ
てきたことから，現在見直しを進
めているところです。

総合政
策課

将来ビジョンに
ついて
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意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

馬毛島の軍事化
について

今，一番問題だと思っているの
が，馬毛島の軍事化というとこ
ろ。具体的にどういうふうに今後
というか，考えられているのか，
その辺の意見を聞きたい。

　馬毛島における自衛隊施設の整
備等については，これまで，住民
や関係自治体などから，騒音によ
る周辺環境への影響や，漁業への
影響などを懸念する意見が出てい
るところです。
　県としては，今後，国により，
環境影響評価等が行われ，住民の
皆様方が適切に判断できる材料が
示されるものと考えており，その
内容等を見極める必要があると考
えています。
　今後とも，関係自治体の首長と
意見交換を行い，その内容を国に
お伝えするとともに，国による説
明や地元の意見をお聞きした上
で，県としての考え方を整理し，
対応を検討してまいりたいと考え
ています。

総合政
策課

　県では，これまで，地球環境を
守るかごしま県民運動を展開する
とともに,屋久島ＣＯ２フリーの島
づくりやかごしまエコファンドな
ど，温室効果ガス排出抑制のため
の取組を推進しているところで
す。
　県においては，２０５０年まで
にカーボンニュートラルを目指す
旨，表明しており，今年度は，民
間への充電インフラや蓄電池等の
導入支援，公用車の次世代自動車
への転換，蓄電池を併用した太陽
光発電のモデル導入などを行って
おります。
　引き続き，県民，民間事業者，
行政が一体となって，２０５０年
のカーボンニュートラルの実現に
向けて，さらなる実効性のある対
策に取り組んでまいりたいと考え
ております。

地球温
暖化対
策室

エネル
ギー政
策課

県の脱炭素社会
の実現に向けた
取組について

全国知事会で，脱炭素地球温暖化
対策本部というのをやって，これ
知事会でまとめたいろんな施策を
国に提言するということで，国に
提言するというのも大事だが，Ｃ
ＯＰ２６で分かってるように日本
政府は，石炭火力発電所にして
も，ガソリン自動車にしても，ま
だまだ温存してやるぞという，か
なり世界的に見たら遅れてるとい
う，そういう国に対してものを言
うのもそれは大事だが，知事とし
て，県で，率先して何かやってい
くというのを示して欲しいと思
う。
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意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

男女共
同参画
室

女性の政治参加
について

県の職員や市町村，あとそれぞれ
の議会の女性の比率について今問
題になっているが，クオータ制な
んかも，どう考えているか聞かせ
てほしい。

　社会の様々な分野の発展のため
には，各分野の政策・方針決定過
程に多様な立場の人が多様な意見
を持って参画し，男女双方の意思
が公正に反映されることが重要で
す。
　しかしながら，県や市町村にお
ける管理職や議会議員に占める女
性の割合は，依然として低い状況
にあります。
　我が国においては，現在のとこ
ろ政治分野における性別によるク
オータ制度を導入していないとこ
ろですが，県においては，各種審
議会等への女性委員の登用に当た
り，「令和４年度までに40％以
上」とする数値目標を定め，取組
を進めているところです。
　また，女性の能力向上やキャリ
ア形成等を支援する「女性のエン
パワーメント事業」等に取り組
み，ジェンダー平等の視点に立
ち，様々な分野における女性の参
画の促進を図っているところで
す。
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意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

馬毛島問題に対
する知事の姿勢
について

知事の権限として，馬毛島の軍事
基地着工建設に対して，知事は権
限を持っていると聞いた。
そういうところを含めて，今後，
馬毛島の問題に対して，知事はど
ういう姿勢でいるのか，ぜひお伺
いしたい。

　馬毛島における自衛隊施設の整
備等については，これまで，住民
や関係自治体などから，騒音によ
る周辺環境への影響や，漁業への
影響などを懸念する意見が出てい
るところです。
　県としては，今後，国により，
環境影響評価等が行われ，住民の
皆様方が適切に判断できる材料が
示されるものと考えており，その
内容等を見極める必要があると考
えています。
　今後とも，関係自治体の首長と
意見交換を行い，その内容を国に
お伝えするとともに，国による説
明や地元の意見をお聞きした上
で，県としての考え方を整理し，
対応を検討してまいりたいと考え
ています。

総合政
策課
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意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

エネル
ギー政
策課

原子力
安全対
策課

川内原発につい
て

原発にしても，３号炉は凍結す
る。１，２号炉は，耐用年数40年
が基本であるから，それをあと20
年延長することに関しては，慎重
であるべきだという態度をとって
いる。こういうことも非常に頼も
しく思っている。
本当に国防のことを考えるなら，
原発こそ危ないと思う。
日本の国内の50何基の原発につい
てどうにかするということを，ま
ず考えないと，本当の意味での安
全保障はないと思っている。
そういうところの点で，知事はど
うお考えなのか。

　川内原発３号機の増設について
は，凍結することとしておりま
す。
　１号機，２号機につきまして
は，原発の立地県として，九州電
力と国に，安全性の確保を求めて
まいります。また，県民の生命と
暮らしを守る観点から，川内原発
の安全対策・防災対策の充実・強
化に取り組んでまいります。
　原子力発電所の運転期間につい
ては，原子炉等規制法で40年とさ
れており，国の原子力規制委員会
が認めた場合，１回に限って20年
まで延長することが認められてい
ます。川内原発については，九州
電力が運転期間延長の認可申請を
行う場合には，「原則40年」との
認識の下，特例的な取扱いの可否
について，原子力政策に批判的な
学識経験者を含む形で，県原子力
安全・避難計画等防災専門委員会
の委員構成を見直した上で，特別
点検の結果や原子炉等の劣化状況
の評価，原子力規制委員会におけ
る審査の状況等について九州電力
に説明を求め，科学的・技術的な
検証を徹底的に行い，九州電力及
び原子力規制委員会に対して，厳
正な対応を要請してまいります。
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意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

日米地位協定に
ついて

知事会の方で，改定した方がいい
んではないかという話が出ている
というふうに聞いているが，日米
地位協定がある限り，在日米軍
は，ほとんど何をやってもいいと
いうような，規制がほとんど，国
内法の枠内には入らないというふ
うに聞いている。
是非，知事会の方で，地位協定を
もっと日本の国民のためになるよ
うに改定してほしいと思うが，現
在のところ，知事会の方ではどん
なお話になってるのか聞きたい。

　日米地位協定につきましては，
全国知事会として，航空法などの
国内法を原則として米軍にも適用
させることなどを求める提言書を
決議しているところです。
防衛・安全保障政策は国の専管事
項であり，国においては，全国知
事会の提言内容について，一層積
極的に取り組んでいただきたいと
考えております。

総合政
策課

ＧｏＴｏトラベ
ルの九州圏内へ
の拡充について

ＧｏＴｏが2月の中旬ごろ再開され
るという話だが，それまでは，今
県の方の県民割を拡充しながら
やってくださいというような通達
が出てると思うが，これを隣県に
までという話が入ってきている
が，これを何とか九州域内とか，
この辺ぐらいまで少し大きく拡大
していただければ，我々も助かる
かなというふうに思っている。

　県では昨年12月13日以降，「今
こそ鹿児島の旅（第２弾）」の割
引対象を熊本県・宮崎県及び沖縄
県に順次拡大し，利用促進に努め
てきたところですが，新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大によ
り，事業を停止したところです。
　引き続き，今後の感染拡大の状
況・変化に適切に対応し，感染防
止対策の徹底を図りつつ，感染が
落ち着き次第，事業を再開し，離
島への誘客促進を図るとともに，
地域ブロックへの拡大等について
は，国の実施決定があり次第，速
やかに実施できるよう準備を進め
てまいります。

観光課
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課名

知事とのふれあい対話（屋久島町）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

　県では，屋久島空港の滑走路延
伸の早期事業化に向けて取り組ん
でおり，現在，環境影響評価の手
続きや空港施設の基本設計を行っ
ています。また，事業化のために
は，ジェット機就航の見込みも必
要なため，各航空会社と意見交換
を行っているところです。
　今後，滑走路延伸の事業化が決
まり，新たな旅客ターミナルビル
の整備について検討が進められる
中で，屋久島の地杉材の活用につ
いて，旅客ターミナルビルの所有
者である空港ビル会社に働きかけ
を行っていきたいと考えていま
す。

屋久島空港の滑走路延伸も今環境
アセスをやっているところだが，
そういう中で1日でも早く早期着工
をお願いできないかというふうに
思っている。
それと，その中で，やはり屋久島
らしい空港を作っていただければ
というふうに思っている。
木材を使ったり，地元材を使った
りしながら，観光客の皆様が屋久
島におり立ったときに，「やっぱ
り屋久島の空港っていいね」とい
うような，空港の整備をしていた
だければ大変ありがたい。

港湾空
港課

観光クーポン等
の県民割におけ
る離島割引率の
拡充について

県民割の方，離島の方がちょっと
売れ行きが芳しくないというのも
聞いている。
やはり私ども屋久島は離島なの
で，どうしても二次交通がかかっ
てしまうということで，割引率に
ついて，今，知事のご判断で，屋
久島の方は少し良くしていただい
てるということで大変感謝してい
るが，やはりそれではまだまだ
ちょっと足りないのかなっていう
ような感じがしている。
そういう中で，今度新しい県民割
をしていただけるんであれば，さ
らに離島の方にはちょっと割引率
を高めていただくとかしていただ
きたい。

観光課

屋久島空港の整
備及び滑走路の
延伸について

  県では，より多くの観光客に離
島を訪れていただけるよう，令和
３年度「かごしま旅クーポン事
業」において，離島分の旅行券に
プレミアムを上乗せしたところで
す。また，国の補助事業を活用し
て実施している「今こそ鹿児島の
旅（第２弾）」や今後，再開が予
定されている国の「ＧｏＴｏトラ
ベル事業」については，開発促進
協議会や知事会等を通じて，国に
離島の割引上限額の引上げ等を要
望したところですが，国において
は，特段，離島への特例措置が講
じられていないことから，令和４
年度は，鹿児島ＧｏＴｏトラベル
推進事業において，県独自に離島
への旅行に係る割引上限額の上乗
せを行うこととしています。
  離島は本県の魅力ある観光資源
の一つであり，今後とも，需要喚
起策を実施する際には離島への誘
客が促進されるものとなるよう努
めてまいります。
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課名

知事とのふれあい対話（屋久島町）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

クルーズ船の寄
港可能な港の整
備について

クルーズ船の港の整備もしていた
だきたいなというふうに思う。
県も一生懸命していただいている
が，整備よりも船が大きくなるス
ピードの方が早過ぎてなかなか寄
港できない。
船会社も，屋久島の方に着けたい
けれども，なかなか港が接岸がで
きないので，何とか整備の方も進
めていっていただけないかという
話も聞いたりするので，県の方で
も国の方と話をしていただきなが
ら，できることからしていただけ
ればなというふうに思う。

　大型クルーズ船対応岸壁につい
ては，船社の意向等を踏まえ，国
や屋久島町と協議を行い，事業化
についての検討を進めます。
　まずは，クルーズ船寄港にも資
する港内の静穏度向上を図るた
め，防波堤(沖)(北)の整備を進め
ます。

港湾空
港課
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課名

知事とのふれあい対話（屋久島町）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

　世界自然遺産登録地である屋久
島と奄美を結ぶ航空路の開設につ
いては，両地域間の周遊性を向上
させ，新たな観光需要を掘り起こ
すために重要であると考えており
ます。また，航空会社において
は，奄美の遺産登録を受けて，両
地域を結ぶチャーター便を運航す
る動きもあるところです。
  路線の新規開設に向けては，航
空事業者の意向が重要であること
から，県においては，引き続き事
業者の意向把握に努めるととも
に，関係機関と連携して，就航に
向けた働きかけを行ってまいりま
す。

交通政
策課

　また，観光客の長期滞在に向け
た取組については，地元市町村等
とも連携して観光素材説明会や旅
行会社へのセールス活動などを通
じて，世界遺産をＰＲするととも
に，鹿児島と屋久島，奄美群島を
結ぶ世界遺産クルーズなど，新た
な周遊観光ルートの開発や旅行商
品化に取り組んでいるところで
す。
　今後とも，それぞれの世界遺産
地域の自治体や旅行会社，航空・
航路事業者など幅広い関係者と連
携して，周遊観光ルートなどの商
品化に向けた取組を進めてまいり
ます。

観光課

屋久島と奄美の
定期便の就航に
ついて

世界遺産に登録された奄美との連
携について，やはり屋久島と奄美
間に定期便を就航してほしいと
思っている。奄美‐屋久島間とい
うのは一本定期便があれば，長く
鹿児島県に滞在ができると。長期
滞在プランが，できるんじゃない
かなというふうに思っているの
で，県の方からも，航空会社の方
に働きかけをお願いできないか。
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課名

知事とのふれあい対話（屋久島町）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

オーガニック給
食の導入につい
て

オーガニックや地産地消について
活動されてる方が多い。県でオー
ガニック給食を実施していただく
ことはできないのか。

　地域でとれた食材を使った学校
給食は，地域の自然や文化，産業
等に関する理解を深めたり，生産
者への感謝の念を育む上で重要な
役割をもつことから，有機農法等
を含め，地域で生産された食材の
学校給食への活用が進んできてい
るところです。
　県が毎年実施している調査で
は，市町村立学校の給食で使用さ
れる食材の約６～７割が県内産と
なっています。
　今後も市町村教育委員会等と連
携し，オーガニックや地場産物の
活用が図られるよう努めてまいり
ます。

保健体
育課

給食無償化につ
いて

給食費の無償化，やっぱりこれか
ら子育てしていくために必要。食
はすごい大事で，食育，屋久島は
本当に豊かなので，その無人市で
野菜とかが買える。地域のものを
食べる，育ててくれている人たち
が分かるものを食べる，というこ
とはすごい大切である。

　小中学校の給食費については，
関係法令に基づき，生活困窮世帯
を対象に，その全額又は一部をそ
れぞれの市町村の基準に基づいて
助成が行われています。
　県教委では，今後も市町村に対
して助成制度の充実を助言してま
いります。

保健体
育課
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課名

知事とのふれあい対話（屋久島町）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

県の施策に関す
る商工会等への
迅速な情報提供
について

商工会等への県の施策に関する情
報提供を迅速にして欲しい。
県から新型コロナ関連による支援
策について，事前の商工会への情
報提供が，すごく遅くて急な場合
が多い。
このために，事業者が相談に来ら
れても，経営指導員が，施策内容
を完全理解するのに時間がかか
り，的確な回答ができないことが
あった。
事業者等に早めに周知し，支援す
るためにも，県から商工会等への
情報提供を早くするように今後こ
ういうことがあったらお願いした
いということと，それとこういう
大事な委員会には，商工会も加え
て欲しいと，そしたら情報が早く
なるのかなと。

　県内の事業者が様々な支援制度
を適切に活用していくためには，
地域の商工業者の最も身近な相談
窓口である商工会・商工会議所
が，制度の内容を正確に把握した
上で，事業者からの問い合わせに
的確に対応するとともに，周知広
報に御協力いただくことが非常に
重要であると考えております。
　現在，県の事業者向け支援制度
の概要等を公表する際は，商工会
等に対しても当該内容をできるだ
け早くお伝えするとともに，商工
会等の職員が支援金等の申請受付
開始前に制度の詳細を把握いただ
けるよう，情報提供を行っている
ところです。
　今後とも商工会等と緊密に連携
しながら事業者への支援に努めて
まいりたいと考えております。

商工政
策課

住宅政
策室

高齢化している中で，何か早急な
問題というか私が今住んでいる場
所，結構多分どこの田舎もいろん
な人に話を聞いたらそうなので，
その空き家問題をもっと具体的
に，どうにかできないかなと思っ
て，塩田知事に聞いてみたい。

　空き家対策については，空家等
対策の推進に関する特別措置法に
おいて，市町村が地域の実情に応
じて必要な措置を講じるよう定め
られており、屋久島町において
も，空き家の改修費用等の支援が
行われております。
　県においては，市町村の取組を
支援しており，引き続き，空き家
対策に関する研修会の開催や情報
提供などを行ってまいります。

空き家対策につ
いて
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課名

知事とのふれあい対話（屋久島町）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

コロナに関する
支援金申請手続
きのサポートに
ついて

コロナに係る支援金の申請のサ
ポートについて，職員が慣れるま
で派遣をして欲しい。
少ない中で職員，パートを確保す
るのは難しい。パート職員が確保
できるまで職員が対応しないとい
けない。
労働力もかなり負担をかけている
ということで，そういったことが
できれば今後また，コロナの感染
者がまた増えたりとか，そういっ
たことになるとまた，いろんなこ
とがまた起きたり，そういう対策
のためにも今後，そういうのを検
討していただきたい。

　商工会は，商工業者に対する情
報提供や指導，相談対応などのほ
か，イベント開催等を通じ，地域
経済の発展に重要な役割を果たし
ていただいております。
　新型コロナウイルス感染症の拡
大後，小規模事業者等からの相談
が大幅に増加しており，商工会が
有効な情報提供や経営に関する助
言を行ったことで，商工会に対す
る事業者の期待は一層高まってい
るものと認識しております。
　県としては，経済状況の変化や
商工会等の実情に応じ，今後，必
要な支援を検討してまいります。

商工政
策課

　県では，観光客向けのプレミア
ム商品券の発行事業について，市
町村向けの予算配分は行っていな
いところですが，令和３年度は，
これまで県民向けに実施してきた
「今こそ鹿児島の旅（第２弾）」
において，一定額以上の旅行商品
を購入された方には２千円分の商
品クーポン（「今こそ鹿児島クー
ポン」）を発行しました。
　このクーポンは，県内各地のお
土産品店や飲食店をはじめ，幅広
い業種の店舗でご利用いただける
ものとしたところであり，約１,７
００店舗に参加をいただきまし
た。
　同事業については，２月２０日
に終了する予定ですが，今後と
も，より多くの観光客を呼び込
み，地域経済の活性化につながる
事業を実施してまいりたいと考え
ています。

観光客向けのプ
レミアム商品券
の発行について

コロナアフターフォローに関する
関係で，観光客向けにプレミアム
商品券の発行事業をやりたいと考
えているが，県の方から市町村に
予算配分をできないものか。

観光課
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課名

知事とのふれあい対話（屋久島町）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

電気自動車の購
入費に対する助
成について

確か平成30年までに，電気自動車
の普及で，鹿児島県から補助金が
出てたと思う。
ここ3年4年目になるが，補助金が
もうゼロということで，電気自動
車は高額のために購入がなかなか
難しい。
今，世界自然遺産の島でＣＯ２削
減ということで一生懸命言ってい
るが，ぜひ，これから先は，ハイ
ブリットカー，電気自動車がしば
らくは主流となると思う。電気自
動車の普及のために，予算配分を
また復活をしていただけないか。

　県では，再生可能エネルギーで
ある水力の豊富な屋久島におい
て，石油類を燃料とすることな
く，ＣＯ２の排出が抑制された先
進的な脱炭素社会づくりを推進す
る「屋久島ＣＯ２フリーの島づく
り」を推進しており，その一環と
して，島内４箇所に電気自動車の
急速充電設備を設置しています。
　今年度は，個人に対する支援は
行っておりませんが，民間事業者
等が次世代自動車（電気自動車，
プラグインハイブリット自動車，
燃料電池自動車）等の自立・分散
型エネルギー設備の導入や，電気
自動車の充電設備の設置を行う際
の支援を行ったところです。

エネル
ギー政
策課

地球温
暖化対
策室

漂着ゴミについ
て

海辺を歩くと綺麗な流木や貝殻が
流れてきているが，それにまじっ
て，たくさんの漂着ごみが，流れ
着いている。与論町では，浜に拾
い箱という名前で，誰でも，海で
拾ったゴミをその箱の中に入れる
ことができるという箱を設置し効
果が出ている。
今拾わないと，紫外線とか，風に
さらされてどんどん細かくなっ
て，マイクロプラスチックと呼ば
れる，もう回収不可能なそういう
ごみになってしまうので，そうな
る前には拾わなければというの
と，拾えば減るのは確実なので，
拾いたい人が拾えるような，そう
いう人たちの善意を，行政がサ
ポートをして欲しいということを
お願いしたい。

　市町村への補助事業である海岸
漂着物地域対策推進事業におい
て，ＮＰＯやボランティア団体等
が，海岸清掃により集めた海洋ご
みを一時的に保管する設備や海ご
み発生抑制に係る立て看板の設置
などは，補助の対象となっていま
す。
　「拾い箱」については，県の
リーフレットにおいて，喜界町及
び与論町の取組を紹介しており，
引き続き，有効な取組として市町
村に情報提供してまいります。

廃棄
物・リ
サイク
ル対策
課
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課名

知事とのふれあい対話（屋久島町）における参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等

離島振
興課

　奄美群島振興交付金における輸
送コスト支援については，奄美群
島から鹿児島港または鹿児島空港
間の輸送経費相当額が対象となり
ますが，離島活性化交付金におけ
る輸送コスト支援については，離
島から県外を含む本土間の輸送費
が対象となります。
　離島活性化交付金につきまして
は，離島の実情が反映され，更な
る制度の充実が図られるよう，引
き続き，市町村と連携しながら，
県開発促進協議会等を通じて，国
に対し，要望してまいりたいと考
えております。

離島活性化交付
金について

現在，熊毛地区では，国土交通省
による補助事業で，離島活性化交
付金を活用して，原木丸太等の海
上輸送費補助を，8割受けている。
財源の内訳は，国が6割，町が2割
となっている。8割の補助を受けて
いることには，大変ありがたく感
謝をしている。
しかしながら，残りの2割負担が，
森林経営に大きくのしかかってい
る。一方，奄美群島では，奄美群
島離島振興法により，10割補助を
受けている。
財源の内訳には，鹿児島県からの
補助もある。
熊毛地域と奄美とは，様々な要件
の違いはあると思うが，この２割
の自己負担を何とか軽減したいと
思っているところ。
県からも，熊毛地域に対して，少
しでも補助をしていただけないか
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